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(1)障害者雇用納付金等の申告申請期間、提出方法、納付期限・支給時期

障害者雇用納付金

①令和7年4月1日
~5月15日
（注1、注2)

令和6年4月1日

●電子申告申請

当機構ホームページより申告申請I●全納の場合
令和7年4月1巳
~5月15日まで

【納付期限】 （注4)

～ 

障口：□□：令和7年3月31日
在宅就業障害者
特例調整金

報
●送付又は持参 （注3)
本社又|諏告者雇湘尤只報告書 (61報告）
を提出したハローワークが所在する各都
道府票申告申請窓□（裏表紙に記載）宛
て郵便（信書便）により送付又は持参す
ること。

9 ]睾霜畠：塁 1 ※悶雲恥。C:t•日・祝日声）
（注1)支給金は、申請期限を過ぎた揚合は支給できません。まだ、申請期限後に申請額が増額となるような修正（法
定雇用障害者数の減、障害者の追加や障害程度・雇用区分の変更等）はできません。
なお、申請期限後に雇用障害者の雇用区分の申請誤りが判明し、既申請書の種別が他の種別に変更となった場
合についても支給できません。
（例）納付金及び特例給付金申請事業主が申請期限後に調整金及び特例給付金に種別変更した場合は、特例給付金
は支給できるものの、調整金については申請期限までに申請していなかったため支給できません。

（注2)年度の中途に事業を廃止した揚合（吸収合併等を含む。）は、事業を廃止した日から45日以内に申告申請が
必要です (P57~61参照）。申告申請期限には十分にお気をつけください。

奨 金

在宅就業障害者
特例報奨金

特例給付金
（経過措置）

②令和7年4月1日
~7月31日
（注1、注2)

※申告申請書等送信可能時閻
令和7年4月1日のみ10:00~23:00
令和7年4月2日～令和8年3月31日●延納の場合 （注5)
5:00~23:00（土・日・祝日を含む） （第1期）
申告申請期限直前はシステムが混み合 令和7年5月15日まで
うことが予想されます。早めの申告申請 （第2期）
をお願いします。 令和7年7月31日まで

（第3期）
令和7年12月1日まで※申告申請書等を送信するには、あらか

じめ、 「ID・パスワード」の取得が必要
です。 （障害者雇用納付金電子申告申請
システム操作マニュアル（以下「操作マ
ニュアル」という。） P.143~149参
照）

【支給時期】

令和7年10月1日～
12月31日の間に支給

※年度の中途に事業を
廃止した湯合（吸収合
併等を含む。）は、支
給の申請を受理した日
から3か月以内に支給

（注3)郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。また、簡易書習等必す配達
記録が残る信書便で郵送してください。

（注4)令和7年度の納付金は、令和7年4月1日以降に、申告書の提出とともに納付してください。

（注5)納付金額が100万円以上あり、延納を希望する場合は、申告書の提出とともに延納申請が必要です。延納の申
講をした場合は、納付金を3回に分けて納付することができます。延納の際は納付金額を期の数である3で除し
た額が、各期分の納付金額となります。この際に端数が生じた場合は、第2期分及び第3期分の端数を第1期に加
算して納付してください。第1期分納付金額への加算の際は、各期分の納付金額が万円単位となる端数処理にご
協力をお願いします。 延納金額が3等分されていない場合、各期の延納の額を修正又は追加納付等の手続きを
行っていただきます。
（例）納付金額が100万円の場合における各期分の納付金額
⇒第1期： 340,000円／第2期： 330,000円／第3期： 330,000円

※ 納付に関しての詳細は、 P66~69をご参照ください。

(2)その他の各種届出

年度の中途に事業を廃止した場合、年度の中途で合併、 吸収合併、相続、廃止等届 申告申請書 本社又は障害者雇
分割、相続があった場合 (P80~81) I 提出時 1用状況報告書

(6.1報告）を提

悶塁羹嘉腐竺定孟禁主たる事務所の所在地）、名称等 住所、名称等変9言82） （注1)1 随 時 1磨は信谷号る；`
道府県申告申請窓

忠靡臼信塁霊：＇嬰霊喜金申請書等に記載した金融機 1 口座変更届 (P83) | 支り翌9::冨|]]喜1寸又は持参
（注1)住所等の変更を反映させた申告申請書をご提出いただく場合は、変更届を提出する必要はありません。

（注2) 「住所、名称等変更届」、 「吸収合併、相続、廃止等届」は、当機構ホームページから電子申告申請システム
を利用しての手続きが可能です（電子申告申請用「ID・パスワード」が必要です（操作マニュアルP.143~
149参照）。）。 また、これらの届出とは別に吸収合併等をした日から45日以内に申告申請が必要となります。




